
議案第３５号 

   大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例の一部改正について 

 大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように定めるものとする。 

  平成２６年６月４日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、広く町民にスポーツ活動の機会の拡大を図るため、この

条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例の一部を改正する条

例 

 大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例（昭和６０年大口町条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）」を「スポーツ基本法

（平成２３年法律第７８号）」に改める。 

 第５条に次の１項を加える。 

２ 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別な理由がある場合は、これを変更

し、又は臨時に休場することができる。 

 別表第１屋内運動場夜間の欄中「火曜日」を「月曜日」に改める。 

              「 

 別表第２大口北小学校の項中                     を 

                                  」 

「 

                     に改める。 

                    」 

   附 則 

 この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

全面 １，０２０円 １，５４０円 

全面 １，０２０円 １，５４０円

半面 ５１０円 ７７０円
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大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、スポーツ基本法（平成２

３年法律第７８号）第１３条の規定に基づ

き、広く町民にスポーツ活動の機会を与える

ため、学校教育の支障のない範囲で開放する

大口町立学校体育施設（以下「スポーツ開放

施設」という。）の管理について必要な事項

を定めるものとする。 

第１条 この条例は、スポーツ振興法（昭和３

６年法律第１４１号）第１３条の規定に基づ

き、広く町民にスポーツ活動の機会を与える

ため、学校教育の支障のない範囲で開放する

大口町立学校体育施設（以下「スポーツ開放

施設」という。）の管理について必要な事項

を定めるものとする。 

 （開放日）  （開放日） 

第５条 スポーツ開放施設の開放日は、別表第

１に定めるとおりとする。 

第５条 スポーツ開放施設の開放日は、別表第

１に定めるとおりとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特

別な理由がある場合は、開放日を変更し、又

は臨時に休場することができる。 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

 大口町立学校体育施設スポーツ開放日  大口町立学校体育施設スポーツ開放日 

屋内運動場 
屋外運動場 

昼間 夜間 

土曜日、日曜

日及び国民の

祝日に関する

法律に規定す

る休日

国民の祝日に

関する法律に

規定する休日

を除く月曜日

から土曜日

土曜日、日曜

日及び国民の

祝日に関する

法律に規定す

る休日

屋内運動場 
屋外運動場 

昼間 夜間 

土曜日、日曜

日及び国民の

祝日に関する

法律に規定す

る休日

国民の祝日に

関する法律に

規定する休日

を除く火曜日

から土曜日

土曜日、日曜

日及び国民の

祝日に関する

法律に規定す

る休日

 ※ 略  ※ 略 
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新 旧 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

 大口町立学校体育施設スポーツ開放使用料及

び使用時間 

 大口町立学校体育施設スポーツ開放使用料及

び使用時間 

区分

学校名

１単位

当たり

の使用

料 

屋内運動場 
屋 外

運 動

場 
昼間 夜間 

略 略 略 略 略 

大口北

小学校

全面 １，０２０

円

１，５４０

円

無料 

半面 ５１０円 ７７０円

略 略 略 略 略 

区分

学校名

１単位

当たり

の使用

料 

屋内運動場 
屋 外

運 動

場 
昼間 夜間 

略 略 略 略 略 

大口北

小学校 全面 
１,０２０

円

１,５４０

円

無料 

略 略 略 略 略 


